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議案第  号

川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の 

一部を改正する条例 改正概要 

１ 条例の趣旨 

地区計画の地区整備計画において定められる建築物又は工作物（以下「建築物等」という。）

の形態意匠の制限を実効性のあるものとするため、景観法に基づき、当該建築物等の形態意匠の

制限に建築物等の建築等又は建設等の計画が適合するものであることについて市長の認定を受け

なければならないこと、当該建築物等の形態意匠の制限に違反する建築物等の建築等工事主等に

対して市長が是正を命じることができること、これらに違反した者を処罰することができること

等を内容とする条例 

※ 平成２１年に港町地区整備計画区域を適用区域としたのを皮切りにこれまで１２区域で適用 

※ 形態意匠とは、形態又は色彩その他の意匠をいう 

２ 改正の内容 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区地区計画の都市計画変更に伴う改正 

（地区整備計画が定められた地区の追加及び区域の拡大） 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区は、地域生活拠点及び多摩区の中心にふさわしい計画的な市街地

形成と住民との協働による個性あるまちづくりを推進することを目的に、都市計画において登戸

土地区画整理事業区域を地区計画の区域として定めており、土地区画整理事業の進捗に応じて、

具体的な建築の制限である地区整備計画を定めている。 

今回、土地区画整理事業の進捗があり、計画的な土地利用に関し関係権利者の合意形成が図ら

れた区域について、建築の制限及び形態意匠の制限を規定するため、新たに地区整備計画を定め

る地区の追加または既存地区を拡大する都市計画変更が行われた（令和３年４月告示）。これに伴

い、新たに地区整備計画が定められた地区を条例の適用区域として追加するとともに、既存の地

区を拡大した区域を条例の適用区域とする。 

  ア 地区の追加 

    登戸駅・向ヶ丘遊園駅連携地区Ｄ（約１．０ヘクタール 形態意匠の制限） 

イ 地区の区域の拡大 

    （ア）向ヶ丘遊園駅前地区（約１．６ヘクタール→約４．４ヘクタール） 

    （イ）界隈
わい

商業地区（約３．５ヘクタール→約６．９ヘクタール） 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する

条例 

○川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する

条例 

平成21年３月26日条例第12号 平成21年３月26日条例第12号

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

名称 区域 地区 名称 区域 地区 

１ 港町地区整備計

画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された港町地区地

区計画の区域のうち再開発等促

進区で地区整備計画が定められ

た区域 

Ａ－１地区 

Ａ－２地区 

Ｂ地区 

Ｃ地区 

１ 港町地区整備計

画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された港町地区地

区計画の区域のうち再開発等促

進区で地区整備計画が定められ

た区域 

Ａ－１地区 

Ａ－２地区 

Ｂ地区 

Ｃ地区 

２ 黒川実習農場地

区整備計画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された黒川実習農

場地区地区計画において地区整

備計画が定められた区域 

２ 黒川実習農場地

区整備計画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された黒川実習農

場地区地区計画において地区整

備計画が定められた区域 

３ 戸手４丁目中央

地区整備計画区

域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された戸手４丁目

中央地区地区計画において地区

整備計画が定められた区域 

３ 戸手４丁目中央

地区整備計画区

域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された戸手４丁目

中央地区地区計画において地区

整備計画が定められた区域 

４ 殿町３丁目地区

整備計画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された殿町３丁目

地区地区計画において地区整備

計画が定められた区域 

Ａ地区 

Ｂ地区 

Ｃ地区 

４ 殿町３丁目地区

整備計画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された殿町３丁目

地区地区計画において地区整備

計画が定められた区域 

Ａ地区 

Ｂ地区 

Ｃ地区 

５ 登戸・向ヶ丘遊園

駅周辺地区整備

計画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された登戸・向ヶ

丘遊園駅周辺地区地区計画にお

いて地区整備計画が定められた

区域 

登戸駅前地区

Ｃ－１ 

登戸駅前地区

Ｃ－２ 

登戸駅・向ヶ

丘遊園駅連携

地区Ａ 

登戸駅・向ヶ

丘遊園駅連携

地区Ｂ 

登戸駅・向ヶ

丘遊園駅連携

地区Ｃ 

登戸駅・向ヶ

丘遊園駅連携

地区Ｄ 

向ヶ丘遊園駅

前地区 

界隈(わい)商

業地区 

界隈共存地区

５ 登戸・向ヶ丘遊園

駅周辺地区整備

計画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された登戸・向ヶ

丘遊園駅周辺地区地区計画にお

いて地区整備計画が定められた

区域 

登戸駅前地区

Ｃ－１ 

登戸駅前地区

Ｃ－２ 

登戸駅・向ヶ

丘遊園駅連携

地区Ａ 

登戸駅・向ヶ

丘遊園駅連携

地区Ｂ 

登戸駅・向ヶ

丘遊園駅連携

地区Ｃ 

（新設） 

向ヶ丘遊園駅

前地区 

界隈(わい)商

業地区 

界隈共存地区

６ 新丸子東３丁目

南部地区整備計

画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された新丸子東３

丁目南部地区地区計画の区域の

うち再開発等促進区で地区整備

計画が定められた区域 

Ａ－１地区 

Ａ－２地区 

Ｂ－１地区 

Ｂ－２地区 

Ｃ地区 

６ 新丸子東３丁目

南部地区整備計

画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された新丸子東３

丁目南部地区地区計画の区域の

うち再開発等促進区で地区整備

計画が定められた区域 

Ａ－１地区 

Ａ－２地区 

Ｂ－１地区 

Ｂ－２地区 

Ｃ地区 

７ 武蔵中原駅北地

区整備計画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された武蔵中原駅

北地区地区計画において地区整

備計画が定められた区域 

７ 武蔵中原駅北地

区整備計画区域 

都市計画法第20条第１項の規

定により告示された武蔵中原駅

北地区地区計画において地区整

備計画が定められた区域 

（以下省略） （以下省略） 
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（議案第98号）
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川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の 

一部を改正する条例 改正概要 

１ 条例の趣旨 

市域全体を対象とした根幹的な都市計画の規制（用途、容積率、建蔽率等）に加えて、地区の

実情に応じた良好な環境を整備し、及び保全するために、必要に応じて地区計画を定めている。  

そのうち地域の土地利用の状況等からみて、地区計画で定めた内容の実現を確実に担保させるた

め、建築基準法上の制限とするための条例 

※ 昭和６３年に新百合ヶ丘駅周辺地区整備計画区域を適用区域としたのを皮切りにこれまで５

２区域で適用 

２ 改正の内容 

（１）登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区地区計画の都市計画変更に伴う改正 

  （地区整備計画が定められた地区の追加及び区域の拡大） 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区は、地域生活拠点及び多摩区の中心にふさわしい計画的な市街地

形成と住民との協働による個性あるまちづくりを推進することを目的に、都市計画において登戸

土地区画整理事業区域を地区計画の区域として定めており、土地区画整理事業の進捗に応じて、

具体的な建築の制限である地区整備計画を定めている。 

今回、土地区画整理事業の進捗があり、計画的な土地利用に関し関係権利者の合意形成が図ら

れた区域について、建築の制限及び形態意匠の制限を規定するため、新たに地区整備計画を定め

る地区の追加または既存地区を拡大する都市計画変更が行われた（令和３年４月告示）。これに伴

い、新たに地区整備計画が定められた地区を条例の適用区域として追加するとともに、既存の地

区を拡大した区域を条例の適用区域とする。 

  ア 地区の追加 

    登戸駅・向ヶ丘遊園駅連携地区Ｄ（約１．０ヘクタール 建築物の用途の制限） 

イ 地区の区域の拡大 

    （ア）向ヶ丘遊園駅前地区（約１．６ヘクタール→約４．４ヘクタール） 

    （イ）界隈
わい

商業地区（約３．５ヘクタール→約６．９ヘクタール） 

（２）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う所要の整備 

条例対象小規模特別特定建築物※の建築物移動等円滑化基準に係る規定が加えられたことに

伴い、引用条文が繰り下がったことから、所要の整備を行うもの 

※条例対象小規模特別特定建築物： 

   地方公共団体が条例で、バリアフリー基準適合義務の対象となると定めた、建築の規模が500

㎡未満の官公庁の施設、社会福祉施設、商業施設等その他の不特定かつ多数の者の利用に供す

る施設である建築物 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。ただし、上記（２）については、令和３年１０月１日から施行する。 
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川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例 ○川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例 

昭和62年12月22日条例第40号 昭和62年12月22日条例第40号

別表第２（第４条～第11条、第13条関係） 別表第２（第４条～第11条、第13条関係） 

１ 新百合ヶ丘駅周辺地区整備計画区域 １ 新百合ヶ丘駅周辺地区整備計画区域 

中心商

業業務

地区の

区域 

略 略 中心商

業業務

地区の

区域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、敷地面積が500平方メートル以上

で、かつ、建蔽率が10分の７以下の建築物にあっては

10分の60以下、敷地面積が500平方メートル以上で、か

つ、建蔽率が10分の７を超える建築物にあっては10分

の50以下、敷地面積が500平方メートル未満の建築物に

あっては10分の40以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの老人ホーム、福祉ホームその

他これらに類するもの（以下この号において「老人

ホーム等」という。）の用途に供する部分（令第135

条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホー

ム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を

除く。以下この号において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計の３分の１を超える場合におい

ては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成18年法律第91号）第17条第３項の規

定により認定を受けた計画（同法第18条第１項の規

定による変更の認定があったときは、その変更後の

もの。以下同じ。）に係る特定建築物（同法第２条

第18号に規定する特定建築物をいう。以下同じ。）

の建築物特定施設（同法第２条第20号に規定する建

築物特定施設をいう。以下同じ。）の床面積のうち、

移動等円滑化（同法第２条第２号に規定する移動等

円滑化をいう。以下同じ。）の措置をとることによ

り通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超える

こととなる場合における高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令

第379号）第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、敷地面積が500平方メートル以上

で、かつ、建蔽率が10分の７以下の建築物にあっては

10分の60以下、敷地面積が500平方メートル以上で、か

つ、建蔽率が10分の７を超える建築物にあっては10分

の50以下、敷地面積が500平方メートル未満の建築物に

あっては10分の40以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの老人ホーム、福祉ホームその

他これらに類するもの（以下この号において「老人

ホーム等」という。）の用途に供する部分（令第135

条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホー

ム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を

除く。以下この号において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計の３分の１を超える場合におい

ては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１） 

(２)  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成18年法律第91号）第17条第３項の規

定により認定を受けた計画（同法第18条第１項の規

定による変更の認定があったときは、その変更後の

もの。以下同じ。）に係る特定建築物（同法第２条

第18号に規定する特定建築物をいう。以下同じ。）

の建築物特定施設（同法第２条第20号に規定する建

築物特定施設をいう。以下同じ。）の床面積のうち、

移動等円滑化（同法第２条第２号に規定する移動等

円滑化をいう。以下同じ。）の措置をとることによ

り通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超える

こととなる場合における高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令

第379号）第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

周辺商

業業務

地区Ａ

の区域 

略 略 周辺商

業業務

地区Ａ

の区域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物（住宅、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する

部分に限る。）の容積率は、10分の20以下でなければ

ならない。この場合において、建築物の容積率の算定

の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算

入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共

同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当

該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合

計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物（住宅、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する

部分に限る。）の容積率は、10分の20以下でなければ

ならない。この場合において、建築物の容積率の算定

の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算

入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共

同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当

該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合

計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

5
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改正後 改正前 

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

２ 山口台地区整備計画区域 ２ 山口台地区整備計画区域 

専用住

宅地区

Ａの区

域 

略 略 専用住

宅地区

Ａの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容

積率は、10分の７以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。

以下この号において同じ。）の床面積（当該床面積

が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の

合計の３分の１を超える場合においては、当該建築

物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分

の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容

積率は、10分の７以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。

以下この号において同じ。）の床面積（当該床面積

が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の

合計の３分の１を超える場合においては、当該建築

物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分

の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

専用住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 専用住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容

積率は、10分の７以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅又は長屋の用途に供する建

築物にあっては、川崎市建築基準条例（昭和35年川

崎市条例第20号。以下「建築基準条例」という。）

第６条の２第２項に規定する地盤面）からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分

（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又

は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する

部分を除く。以下この号において同じ。）の床面積

（当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１を超える場合において

は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積

の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容

積率は、10分の７以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅又は長屋の用途に供する建

築物にあっては、川崎市建築基準条例（昭和35年川

崎市条例第20号。以下「建築基準条例」という。）

第６条の２第２項に規定する地盤面）からの高さ１

メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分

（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又

は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する

部分を除く。以下この号において同じ。）の床面積

（当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１を超える場合において

は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積

の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

併用住

宅地区

の区域 

略 略 併用住

宅地区

の区域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容

積率は、10分の７以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（長屋又は老人ホーム、福祉ホームそ

の他これらに類するもの（以下この号において「老

人ホーム等」という。）の用途に供する建築物にあ

建築物の

容積率の

最高限度 

第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容

積率は、10分の７以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（長屋又は老人ホーム、福祉ホームそ

の他これらに類するもの（以下この号において「老

人ホーム等」という。）の用途に供する建築物にあ
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改正後 改正前 

っては、建築基準条例第６条の２第２項に規定する

地盤面）からの高さ１メートル以下にあるものの住

宅又は老人ホーム等の用途に供する部分（令第135

条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホー

ム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を

除く。以下この号において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計の３分の１を超える場

合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等

の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

っては、建築基準条例第６条の２第２項に規定する

地盤面）からの高さ１メートル以下にあるものの住

宅又は老人ホーム等の用途に供する部分（令第135

条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホー

ム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を

除く。以下この号において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途

に供する部分の床面積の合計の３分の１を超える場

合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等

の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

集合住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 集合住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容

積率は、10分の７以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅、長屋又は老人ホーム、福

祉ホームその他これらに類するもの（以下この号に

おいて「老人ホーム等」という。）の用途に供する

建築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２項

に規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にあ

るものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分

（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又

は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若し

くは階段の用に供する部分を除く。以下この号にお

いて同じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積

の合計の３分の１を超える場合においては、当該建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容

積率は、10分の７以下でなければならない。この場合

において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅、長屋又は老人ホーム、福

祉ホームその他これらに類するもの（以下この号に

おいて「老人ホーム等」という。）の用途に供する

建築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２項

に規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にあ

るものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分

（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又

は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若し

くは階段の用に供する部分を除く。以下この号にお

いて同じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積

の合計の３分の１を超える場合においては、当該建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

６ 向原地区整備計画区域 ６ 向原地区整備計画区域 

略 略 略 略 略 略 

低層住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 低層住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。

以下この号において同じ。）の床面積（当該床面積

が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の

合計の３分の１を超える場合においては、当該建築

物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分

の１） 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。

以下この号において同じ。）の床面積（当該床面積

が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の

合計の３分の１を超える場合においては、当該建築

物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分

の１） 
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改正後 改正前 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

７ 黒川地区整備計画区域 ７ 黒川地区整備計画区域 

略 略 略 略 略 略 

低層住

宅地区

Ｃの区

域 

略 略 低層住

宅地区

Ｃの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の10以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物（その敷地の過半が当該区域内にある共

同住宅を除く。）の地階でその天井が法第52条第４

項に規定する地盤面（共同住宅、長屋又は老人ホー

ム、福祉ホームその他これらに類するもの（以下こ

の号において「老人ホーム等」という。）の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２

第２項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供す

る部分（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部

分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下

若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号

において同じ。）の床面積（当該床面積が当該建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床

面積の合計の３分の１を超える場合においては、当

該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の10以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物（その敷地の過半が当該区域内にある共

同住宅を除く。）の地階でその天井が法第52条第４

項に規定する地盤面（共同住宅、長屋又は老人ホー

ム、福祉ホームその他これらに類するもの（以下こ

の号において「老人ホーム等」という。）の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２

第２項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供す

る部分（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部

分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下

若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号

において同じ。）の床面積（当該床面積が当該建築

物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床

面積の合計の３分の１を超える場合においては、当

該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

中層住

宅地区

Ａの区

域 

略 略 中層住

宅地区

Ａの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の10以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅、長屋又は老人ホーム、福

祉ホームその他これらに類するもの（以下この号に

おいて「老人ホーム等」という。）の用途に供する

建築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２項

に規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にあ

るものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分

（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又

は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若し

くは階段の用に供する部分を除く。以下この号にお

いて同じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積

の合計の３分の１を超える場合においては、当該建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の10以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅、長屋又は老人ホーム、福

祉ホームその他これらに類するもの（以下この号に

おいて「老人ホーム等」という。）の用途に供する

建築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２項

に規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にあ

るものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分

（令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又

は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若し

くは階段の用に供する部分を除く。以下この号にお

いて同じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積

の合計の３分の１を超える場合においては、当該建

築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう
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改正後 改正前 

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

商業地

区の区

域 

略 略 商業地

区の区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物（共同住宅の用途に供する部分に限る。）の

容積率は、10分の15以下でなければならない。この場

合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共

同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当

該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合

計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物（共同住宅の用途に供する部分に限る。）の

容積率は、10分の15以下でなければならない。この場

合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共

同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当

該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合

計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

９ 王禅寺第５住宅地区整備計画区域 ９ 王禅寺第５住宅地区整備計画区域 

低層住

宅地区

Ａの区

域 

略 略 低層住

宅地区

Ａの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅又は長屋の用途に供する建

築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２項に

規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にある

ものの住宅の用途に供する部分（令第135条の16に定

める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊

下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この

号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該建

築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３

分の１を超える場合においては、当該建築物の住宅

の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅又は長屋の用途に供する建

築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２項に

規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にある

ものの住宅の用途に供する部分（令第135条の16に定

める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊

下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この

号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該建

築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３

分の１を超える場合においては、当該建築物の住宅

の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

低層住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 低層住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅又は長屋の用途に供する建

築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２項に

規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にある

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅又は長屋の用途に供する建

築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２項に

規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にある

9



改正後 改正前 

ものの住宅の用途に供する部分（令第135条の16に定

める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊

下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この

号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該建

築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３

分の１を超える場合においては、当該建築物の住宅

の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

ものの住宅の用途に供する部分（令第135条の16に定

める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊

下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この

号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該建

築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３

分の１を超える場合においては、当該建築物の住宅

の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

17 白鳥４丁目地区整備計画区域 17 白鳥４丁目地区整備計画区域 

略 略 略 略 略 略 

複合住

宅地区

の区域 

略 略 複合住

宅地区

の区域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の15以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅又は老人ホーム、福祉ホー

ムその他これらに類するもの（以下この号において

「老人ホーム等」という。）の用途に供する建築物

にあっては、建築基準条例第６条の２第２項に規定

する地盤面）からの高さ１メートル以下にあるもの

の住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分（令第

135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同

住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階

段の用に供する部分を除く。以下この号において同

じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の住宅及

び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計

の３分の１を超える場合においては、当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積

の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の15以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が法第52条第４項に規

定する地盤面（共同住宅又は老人ホーム、福祉ホー

ムその他これらに類するもの（以下この号において

「老人ホーム等」という。）の用途に供する建築物

にあっては、建築基準条例第６条の２第２項に規定

する地盤面）からの高さ１メートル以下にあるもの

の住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分（令第

135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同

住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階

段の用に供する部分を除く。以下この号において同

じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の住宅及

び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計

の３分の１を超える場合においては、当該建築物の

住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積

の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

19 川崎駅西口堀川町地区整備計画区域 19 川崎駅西口堀川町地区整備計画区域 

Ａ地区

の区域 

略 略 Ａ地区

の区域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の40以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの老人ホーム、福祉ホームその

他これらに類するもの（以下この号において「老人

ホーム等」という。）の用途に供する部分（令第135

条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホー

ム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を

除く。以下この号において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計の３分の１を超える場合におい

ては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１） 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の40以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの老人ホーム、福祉ホームその

他これらに類するもの（以下この号において「老人

ホーム等」という。）の用途に供する部分（令第135

条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホー

ム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を

除く。以下この号において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する

部分の床面積の合計の３分の１を超える場合におい

ては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部

分の床面積の合計の３分の１） 
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改正後 改正前 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

(３) 同一敷地内の建築物の中水道施設、地域冷暖房

施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利施設、都市高速

鉄道の用に供する変電所又はコージェネレーション

施設の部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対

する割合が著しく大きい場合における当該部分の床

面積 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

(３) 同一敷地内の建築物の中水道施設、地域冷暖房

施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利施設、都市高速

鉄道の用に供する変電所又はコージェネレーション

施設の部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対

する割合が著しく大きい場合における当該部分の床

面積 

略 略 略 略 

Ｂ地区

の区域 

略 略 Ｂ地区

の区域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の35以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共

同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当

該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合

計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

(３) 同一敷地内の建築物の中水道施設、地域冷暖房

施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利施設、都市高速

鉄道の用に供する変電所又はコージェネレーション

施設の部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対

する割合が著しく大きい場合における当該部分の床

面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の35以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共

同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当

該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合

計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

(３) 同一敷地内の建築物の中水道施設、地域冷暖房

施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利施設、都市高速

鉄道の用に供する変電所又はコージェネレーション

施設の部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対

する割合が著しく大きい場合における当該部分の床

面積 

略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

25 万福寺地区整備計画区域 25 万福寺地区整備計画区域 

商業地区

Ａの区域

略 略 商業地区

Ａの区域

略 略 

建築物

の容積

率の最

高限度 

建築物（共同住宅の用途に供する部分に限る。）の

容積率は、10分の30以下でなければならない。この場

合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共

同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当

該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合

計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

建築物

の容積

率の最

高限度 

建築物（共同住宅の用途に供する部分に限る。）の

容積率は、10分の30以下でなければならない。この場

合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物の地階でその天井が地盤面（法第52条第

４項に規定する地盤面をいう。）からの高さ１メー

トル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（令

第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共

同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

を除く。以下この号において同じ。）の床面積（当

該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合

計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう
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改正後 改正前 

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

33 登戸・向ケ丘遊園駅周辺地区整備計画区域 33 登戸・向ケ丘遊園駅周辺地区整備計画区域 

登戸駅前

地区Ａの

区域 

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅（１階又は２階に店舗、事務所その他これ

らに類する用途に供する部分を有するものを除く。）

(２) 共同住宅、寄宿舎又は下宿（１階又は２階に店

舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分

を有するものを除く。） 

(３) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

登戸駅前

地区Ａの

区域 

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅（１階又は２階に店舗、事務所その他これ

らに類する用途に供する部分を有するものを除く。）

(２) 共同住宅、寄宿舎又は下宿（１階又は２階に店

舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分

を有するものを除く。） 

(３) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

登戸駅前

地区Ｂの

区域 

建築物

の用途

の制限 

個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するも

のは、建築してはならない。 

登戸駅前

地区Ｂの

区域 

建築物

の用途

の制限 

個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するも

のは、建築してはならない。 

登戸駅前

地区Ｃ―

１の区域

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅（１階に店舗、事務所その他これらに類す

る用途に供する部分を有するものを除く。） 

(２) 共同住宅、寄宿舎又は下宿（１階に店舗、事務

所その他これらに類する用途に供する部分を有する

ものを除く。） 

(３) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの（ゲームセン

ターを除く。） 

(４) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(５) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

登戸駅前

地区Ｃ―

１の区域

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅（１階に店舗、事務所その他これらに類す

る用途に供する部分を有するものを除く。） 

(２) 共同住宅、寄宿舎又は下宿（１階に店舗、事務

所その他これらに類する用途に供する部分を有する

ものを除く。） 

(３) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの（ゲームセン

ターを除く。） 

(４) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(５) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

登戸駅前

地区Ｃ―

２の区域

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅（１階に店舗、事務所その他これらに類す

る用途に供する部分を有するものを除く。）でその

敷地が都市計画道路３・５・８号登戸野川線に接す

るもの 

(２) 共同住宅、寄宿舎又は下宿（１階に店舗、事務

所その他これらに類する用途に供する部分を有する

ものを除く。）でその敷地が都市計画道路３・５・

８号登戸野川線に接するもの 

(３) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの（ゲームセン

ターを除く。） 

(４) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(５) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

登戸駅前

地区Ｃ―

２の区域

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 住宅（１階に店舗、事務所その他これらに類す

る用途に供する部分を有するものを除く。）でその

敷地が都市計画道路３・５・８号登戸野川線に接す

るもの 

(２) 共同住宅、寄宿舎又は下宿（１階に店舗、事務

所その他これらに類する用途に供する部分を有する

ものを除く。）でその敷地が都市計画道路３・５・

８号登戸野川線に接するもの 

(３) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類するもの（ゲームセン

ターを除く。） 

(４) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(５) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

向ヶ丘遊

園駅前地

区の区域

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの

(２) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

向ヶ丘遊

園駅前地

区の区域

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

(２) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

登戸駅・

向ヶ丘遊

園駅連携

地区Ａの

区域 

建築物

の用途

の制限 

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建

築してはならない。 

登戸駅・

向ヶ丘遊

園駅連携

地区Ａの

区域 

建築物

の用途

の制限 

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建

築してはならない。 

登戸駅・

向ヶ丘遊

園駅連携

地区Ｂの

区域 

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(２) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(３) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

登戸駅・

向ヶ丘遊

園駅連携

地区Ｂの

区域 

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(２) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(３) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

登戸駅・ 建築物 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発 登戸駅・ 建築物 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発
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改正後 改正前 

向ヶ丘遊

園駅連携

地区Ｃの

区域 

の用途

の制限 

売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建

築してはならない。 

向ヶ丘遊

園駅連携

地区Ｃの

区域 

の用途

の制限 

売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建

築してはならない。 

登戸駅・

向ヶ丘遊

園駅連携

地区Ｄの

区域 

建築物

の用途

の制限 

個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するも

のは、建築してはならない。 

（新設）

界隈

(わい)商

業地区の

区域 

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

(２) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

界隈

(わい)商

業地区の

区域 

建築物

の用途

の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(１) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

(２) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す

るもの 

界隈

(わい)共

存地区の

区域 

建築物

の用途

の制限 

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建

築してはならない。 

界隈

(わい)共

存地区の

区域 

建築物

の用途

の制限 

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建

築してはならない。 

34 五月台地区整備計画区域 34 五月台地区整備計画区域 

低層住

宅地区

Ａの区

域 

略 略 低層住

宅地区

Ａの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物（共同住宅を除く。）の地階でその天井

が法第52条第４項に規定する地盤面（長屋の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２

第２項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅の用途に供する部分（令第135条

の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下こ

の号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該

建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の

３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物（共同住宅を除く。）の地階でその天井

が法第52条第４項に規定する地盤面（長屋の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２

第２項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅の用途に供する部分（令第135条

の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下こ

の号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該

建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の

３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

低層住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 低層住

宅地区

Ｂの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物（共同住宅を除く。）の地階でその天井

が法第52条第４項に規定する地盤面（長屋の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２

第２項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅の用途に供する部分（令第135条

の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下こ

の号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該

建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の

３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物（共同住宅を除く。）の地階でその天井

が法第52条第４項に規定する地盤面（長屋の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２

第２項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅の用途に供する部分（令第135条

の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下こ

の号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該

建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の

３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

13



改正後 改正前 

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

低層住

宅地区

Ｃの区

域 

略 略 低層住

宅地区

Ｃの区

域 

略 略 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物（共同住宅を除く。）の地階でその天井

が法第52条第４項に規定する地盤面（長屋の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２

第２項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅の用途に供する部分（令第135条

の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下こ

の号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該

建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の

３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第26条に定める床面積 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならな

い。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎

となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しな

い。 

(１) 建築物（共同住宅を除く。）の地階でその天井

が法第52条第４項に規定する地盤面（長屋の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２

第２項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以

下にあるものの住宅の用途に供する部分（令第135条

の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下こ

の号において同じ。）の床面積（当該床面積が当該

建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の

３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計

画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のう

ち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建

築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる

場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令第25条に定める床面積 

略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

37 寺尾台１丁目地区整備計画区域 37 寺尾台１丁目地区整備計画区域 

略 略 略 略 

建築物の容積

率の最高限度

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならない。

この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延

べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物（３以上の住戸を有する共同住宅又は長屋を

除く。以下この号において同じ。）の地階でその天井が

法第52条第４項に規定する地盤面（共同住宅、長屋又は

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（以

下この号において「老人ホーム等」という。）の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２

項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にある

ものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分（令第

135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅

若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に

供する部分を除く。以下この号において同じ。）の床面

積（当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の

用途に供する部分の床面積の合計の３分の１を超える場

合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用

途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律第17条第３項の規定により認定を受けた計画に係る

特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円

滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定

施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第

26条に定める床面積 

建築物の容積

率の最高限度

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならない。

この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延

べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 

(１) 建築物（３以上の住戸を有する共同住宅又は長屋を

除く。以下この号において同じ。）の地階でその天井が

法第52条第４項に規定する地盤面（共同住宅、長屋又は

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（以

下この号において「老人ホーム等」という。）の用途に

供する建築物にあっては、建築基準条例第６条の２第２

項に規定する地盤面）からの高さ１メートル以下にある

ものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分（令第

135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅

若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に

供する部分を除く。以下この号において同じ。）の床面

積（当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の

用途に供する部分の床面積の合計の３分の１を超える場

合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用

途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

(２) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律第17条第３項の規定により認定を受けた計画に係る

特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円

滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定

施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第

25条に定める床面積 

略 略 略 略 

38 黒川実習農場地区整備計画区域 38 黒川実習農場地区整備計画区域 

略 略 略 略 

建築物の容積

率の最高限度

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならない。

この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延

べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計画に

係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等

円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定

建築物の容積

率の最高限度

建築物の容積率は、10分の８以下でなければならない。

この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延

べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第17条第３項の規定により認定を受けた計画に

係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等

円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定

14



改正後 改正前 

施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第26条

に定める床面積は、算入しない。 

施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第25条

に定める床面積は、算入しない。 

略 略 略 略 
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正 新旧対照表（改正部分のみ抜粋）

（令和２年12月９日政令345号）

新 旧

（認定特定建築物等の容積率の特例） （認定特定建築物等の容積率の特例）

第二十六条 法第十九条（法第二十二条の二第五項において準用する場

合を含む。）の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定

建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建

築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面

積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとな

るものとして国土交通大臣が定めるものとする。

第二十五条 法第十九条（法第二十二条の二第五項において準用する場

合を含む。）の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定

建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建

築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面

積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとな

るものとして国土交通大臣が定めるものとする。
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参考資料２

（議案第100号）


